
様式第２号（第４条関係） ● ４段階評価結果 Ａ ： 上位目的である施策に貢献しているので継続する
Ｂ ： 事務事業の実施手法や環境（予算的・人的）に改善が必要

Ｃ ： 縮小等、事務事業としての見直しが必要

Ｄ ： 事務事業の廃止が相当

１■事務事業の概要

　 部 課
又は施設

②項

対象と
対象の数

２■事務事業実施の状況

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

活動実績
ａ（単位)
直接事業費
ｂ（千円）
人件費
ｃ（千円）
合計コスト
ｄ(ｂ＋ｃ)
（千円）

単位コスト
ｄ／ａ
（千円）

後期目標値
に対する達
成度（％）

３■事務事業の自己評価結果

単年度
担当課評価

ＢＡ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

　平成２２年度 　平成２３年度 　平成２４年度

Ａ

　平成２５年度 　平成２６年度 　平成２７年度

25 25 50

３－1　評価結果
(アウトカム自己分
析）

　平成１８年度 　平成１９年度 　平成２０年度 　平成２１年度

2２－４成果指標に
対応する実績と達
成度の推移

　平成１８年度 　平成１９年度 　平成２０年度

12.5 12.5 12.5 12.5 25

　平成２６年度 　平成２７年度

指標対応実
績（単位)

1 1 1 1 2 4

　平成２１年度 　平成２２年度

2

1園当たり
　3,382

1園当たり
　3,362

1園当たり
1,255

　平成２３年度 　平成２４年度 　平成２５年度

アウトプット実績（活動数値）の補足説明 　その年度における、リフレッシュ保育事業担当の正職員及び臨時職員の年間経費で算出（内山保育園のみ)
　臨時職員保育士の賃金額   2,928時間×1,110円×1人 ≒ 3,250 千円
　25年度からは、上記の内容に加え、認可外保育施設（２園）のリフレッシュ保育に対する委託料　513,900円

２－３成果指標に
係る活動実績とコ
ストの推移（アウ
トプット分析）

　平成１８年度 　平成１９年度

3,382 3,362 3,764

1園当たり
3,342

1園当たり
3,342

1園当たり
3,372

1園当たり
3,347

1園当たり
3,370

当たり 当たり

0 0 0

3,342 3,342 3,372 3,347 3,370

3,382 3,362 3,764

0 0 0 0 0

158(人） 110（人） 284（人）

3,342 3,342 3,372 3,347 3,370

　平成２３年度 　平成２４年度 　平成２５年度 　平成２６年度 　平成２７年度

62（人) 91（人) 101（人) 108（人) 134（人)

　平成２０年度 　平成２１年度 　平成２２年度

２－２総合計画に
おける単位施策成
果指標

事務事業成果指標名 前期目標値(単位) 後期目標値(単位) 指標の説明

　一時保育実施園数（リフレッシュ）（園） 2（園） 8（園）
　保護者の求職やパート、病気、冠婚葬祭以外にも育児疲れやストレス解消を目的に一時的に子どもを保育園で預
かる事業を整備の整った保育所より実施することとした。

　育児放棄や実子の殺害などの事件が多発する中、子育て支援の必要性が益々重要となっており、できるだけ多くの方が利用できるよう努めた。

　育児放棄や実子の殺害などの事件が多発する中、子育て支援の必要性が益々重要となっており、できるだけ多くの方が利用できるよう努めた。

核家族が進む中、子育てに対する負担や不安、また孤立感を和らげるためにも、リフレッシュ保育の必要度は増している。よって、できるだけ多くの方が複数回利用しやすいよう努めた。
２－１事務事業の
実施における基本
認識

事務事業実施にあたって心がけた改善の取組み 社会状況等の事務事業がおかれる環境把握 市民ニーズの認識

2 2 1 1 1

１－４事務事業の
目的の精査

　育児ストレス等でリフレッシュを必要
とする保護者が養育する満４ヶ月以上の
児童が対象

意図（対象を事務事業によっ
てどのような状態にするの
か）

　専業主婦等の保護者の心理的、肉体的負担を一時的に軽減することができ、核家族化の進行による育児不安の顕在化から気楽に利用できる保育
所としての役割を担う。

１－５事務事業の
内容

　月に１回の保育利用が可能で、必要に応じて延長保育も可としている。
　なお、一般の一時保育を含めた定員を定めている。

　⑤単位施策(小） 　保育サービスの充実 コード

コード 2 2 1

「健康で安心して暮らせるふれあい・支えあいのまちづくり」 　④単位施策(中） 　仕事と家庭の両立を支援する施策の充実 コード  2 2 1 1

保育係 評価票作成者 保育担当係長 　加藤直美

１－３総合計画に
おける施策の体系 ①節

保健福祉 　③基本施策 　少子時代の子育て支援

社会福祉

１－１事務事業の
名称

特別保育事業（リフレッシュ保育の実施）（主要事業）

１－２担当 健康福祉部 児童福祉課 係



４■新規事業

５■事務事業の総合評価結果

６■次年度事業への反映

市

現状・課題

課題に対する改善策

事務事業の目的達成のためにできる新たな取組み
（可能な限り協働の視点重視）

内山保育園の一時保育の受入定員5名のうち、1名をリフレッシュ保育の枠として確保する。
（２６年度より実施）

リフレッシュ保育実施園を増やす。（公立園）
利用の回数を増やすことを検討する。

協働者となり得る主体・協働し担う役割

（　　　　　　　　　　）

事務事業の方向性
内容 Ａ 拡大 内山保育園の一時保育の受入定員5名のうち、1名をリフレッシュ保育の枠として確保する。（２６年度より実施）

リフレッシュ保育実施園の選定及び受入可能になるよう施設改修。
園長研究会でリフレッシュ保育を増やすための方策を議題にし、検討する。

学校 リフレッシュ保育を増やした際の担当する保育士については、大学との包括協定を活用する方法で確保に努める。

他団体等と協働し行った事業内容・
各々が担った役割

事業実施における課題

事業実施により効果があったこと

認可外保育施設の利用者に対し負担軽減を図ることにより、認可外保育施設でもリフレッシュ保育を利用しやすくなった。
以前よりも、低額で認可外保育施設（２園）を月1回ずつ利用することが可能である。

内山保育園と合わせると月3回利用することができ制度的には、家庭での育児疲れの軽減を担うことができた。
また、施設使用料の高さから敬遠していた方へ負担軽減することにより、認可外保育施設の利用増加に繋がった。

市
内山保育園において、リフレッシュ保育を実施した。

25年度から認可外保育施設との委託契約内容の見直しを行った。リフレッシュ保育利用料を施設側が一部負担する条件で、委託料の支払いを行った。
（施設側が利用者へ１日１時間あたり３００円以上の負担軽減（１日８時間まで）を行うことで、委託料の支払）

ＮＰＯ・市民団体
施設利用者に制度の周知を行った。

リフレッシュ保育における利用料の軽減を実施。

内山保育園の一時保育において、非定型利用者により定員がすぐに一杯になり、リフレッシュ保育の受入がなかなかできなかった。

他団体等との協働の有無・協働主体３－２

Ｂ

結果

　多様化する保育ニーズの把握と同時に民間活力の活用拡大について検討し、効率化を図ること。また、市内各地区のコミュニティにおける相互扶助について検討すること。平成25年度
総合評価の結果

審査会による改善方向の指示

新規事業

市民（個人・家庭） ＮＰＯ・市民団体 区・町内会 企業・農協・商工会 学校 国・県・市町 その他 なし


